
 

平成 30 年度予算編成方針 

 

第１ 経済状況と国の動向 

 

我が国の経済状況は、平成 29 年 10 月の月例経済報告によると、「景気は、緩やかな回復基

調が続いている。」とし、先行きについても、「海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影

響に留意する必要があるものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあっ

て、緩やかに回復していくことが期待される。」としている。 

そのような状況の下、国は「経済財政運営と改革の基本方針 2017」（平成 29 年６月９日閣

議決定）を策定し、「経済・財政再生計画」の「集中改革期間」の最終年度である 2018年度（平

成 30 年度）においても、手綱を緩めることなく、社会保障の効率化など、同計画における歳

出・歳入両面の取組を進めるとし、全ての歳出分野において、類似事業の整理・統合や重複排

除の徹底、事業の効率化など聖域なき改革の方針を掲げている。 

 

 

第２ 地方の現状と本市の財政状況 

 

地方においては、人口減少や少子・高齢化対策、経済の活性化、住民の安全・安心確保など、

多様化・高度化する住民ニーズへ的確に対応していくため、地方自治体の一般財源の拡充と安

定確保、財政健全化が大きな課題となっている。 

本市の財政状況は、合併の特例により割り増しで交付されている普通交付税が平成 28 年度

から段階的に縮減され、平成 33年度には一本算定となる。その影響額は、平成 28年度約 1.4

億円、平成 29 年度約 3.4 億円であり、平成 33 年度には約 10.2 億円の規模で一般財源が減少

する危機的な局面が続く見込である。 

また、平成 28 年度決算における本市の財政指標は、前年度と比べて、実質公債費比率は改

善したものの将来負担比率が悪化し、普通交付税の減少により、今後改善を見込むことは難し

い見通しである。 

このような中、「第２次村上市総合計画」を初めとした各種計画の理念・目標を踏まえつつ

持続可能な行財政運営を確立すべく、国の取組と基調を合わせ、無駄を徹底して排除しつつ、

国の景気回復に乗り遅れることなく地域経済が成長するよう、重点化・効率化を図り予算を編

成するものとする。 
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第３ 予算編成の基本方針 

１ 第２次村上市総合計画実施計画及び財政計画との同調 

総合計画における目標の達成と、予算編成作業と並行して見直しをする財政計画に沿

った予算編成を行うものとする。 

 

２ 村上市総合戦略の積極的な推進 

    将来的な人口減少に対応する自立したまちづくりを進めるため、平成 29年４月に改定

された「村上市総合戦略」の政策理念を達成するため、地方創生に向けた取り組みを引き

続き重点的に推進し更なる深化を図る。 

 

 ３ 村上市公共施設等総合管理計画に基づく公共施設等の適正管理 

    インフラの老朽化が課題となっているが、引き続き「村上市公共施設等総合管理計画」

を基軸に『新しく造ること』から『賢く使うこと』への重点化を念頭に予算編成するもの

とする。 

 

 

第４ 予算編成の基本的事項 

１ 予算編成の基本的な考え方 

(1) 予算編成においては、並行作業となる「財政計画（中期財政見通し）」と同調するほか、

各種関連計画に沿った予算要求とすること。なお、「村上市総合戦略」については、現段

階での状況を踏まえた予算要求とすること。 

(2) 年間所要額を適正に見積もること。なお、年度途中の補正は、制度改正や国・県補助

金の特定財源の確定に伴うもの、災害等による突発的経費、又は当初予算で見積り不能

なもの及び不確定な要素等により保留となるもの以外には行わないこととするので、要

求漏れがないよう十分な確認を行うこと。 

 

２ 予算編成の手法について    

枠配分方式により予算要求上限額を通知する。なお、枠配分の考え方は次のとおりとす

る。 

○平成 29 年３月策定の「財政計画」平成 30 年度各課見込額の 95％を上限とする。た

だし、経常経費については平成 29年度当初予算経常経費の 99％を上限とする。 

○総合戦略をはじめとする重点施策（各課において重要施策であると判断し、予算確

保を必須とするもの）については、枠外で要求できるものとする。 

 

３ 予算要求基準について 

(1) 新規事業がある場合は、単に追加することなく、事業の優先度やスクラップアンドビ

ルドによる検討を十分に行い、調整したうえで要求すること。なお、新規事業がない場

合でも、既存事業の実績や効果を徹底検証すること。 

(2) 経常的経費については、今後の一般財源の減少を見据えて必要最小限での要求とする

とともに、例年同様とすることなく、社会構造の変化を踏まえつつ必要性を検証し、更
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なる節減に努めること。 

 

４ 予算調整（査定）について 

    国の地方財政計画や各種制度の見直し等の動向を勘案しながら、予算要求額及び事業内

容等を確認するとともに、歳入・歳出要求に基づく一般財源不足額を算出し、各種財政指

標にも配慮しつつ調整を図ることとする。 

 

５ 予算編成スケジュール 

年 月 日 事   項 

平成 29年 11月 2日 当初予算要求システム入力開始 

平成 29年 11月 6日 予算担当者打合せ会 

平成 29年 11月 27日 当初予算要求システム入力期限 

平成 29年 11月 28日 各種要求書類提出期限 

平成 29年 11月 28日以降 各課担当者ヒアリング 

平成 29年 12月中旬 重点施策等ヒアリング 

平成 30年 1月中旬 市長・副市長査定 

平成 30年 1月中旬 予算案各課内示 

平成 30年 1月下旬 当初予算書印刷 
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第５ 予算要求基準について 

【歳入に関する事項】 

１ 市税 

    経済情勢の推移や税制改正の動向を的確に掴み、財源確保の面はもちろんであるが、公

平負担の観点から課税客体の把握の向上を図ること。また、昨年度普通交付税の算定方法

が改正され、基準財政収入額算定に用いる徴収率が見直されていることから、徴収率の向

上に向け、より一層取組みを強化すること。 

 

２ 分担金及び負担金 

    負担率については、受益者負担の原則に基づき、事業の性格、受益の限度等を十分検討

した上で、適正に見積もること。 

    変動要素のある経常的収入については、原則、次により算出した額を要求すること。 

H29（4月～10月）実績    ・・・① 

     H28（4月～10月）実績    ・・・② 

     H28（11月～3月）実績    ・・・③ 

①＋（③×（①／②））±特殊要因＝要求額 

 

３ 使用料及び手数料 

    実態に即した適正な料金設定を行うため、受益者負担の観点から、定期的な見直しを行

った上で要求すること。 

    また、負担の公平性の観点から収入未済額を解消し、不能欠損が生じることのないよう

努めること。 

    変動要素のある経常的収入については、原則、次により算出した額を要求すること。 

H29（4月～10月）実績    ・・・① 

     H28（4月～10月）実績    ・・・② 

     H28（11月～3月）実績    ・・・③ 

①＋（③×（①／②））±特殊要因＝要求額 

 

４ 国・県支出金 

国・県の施策の動向、情報等を的確に掴み、各課(局)自らが積極的に財源確保に努める

こと。特に、制度改正により市の持ち出し（一般財源及び市債等）が増額となる事業につ

いては、単に加算することなく、再度、事業の必要性や事業内容等を十分検討し、見直し

を行った上で要求すること。 

なお、予算要求後に制度改正等による影響があった場合は、速やかに財政課財務係に

報告の上、要求額の訂正を行うこと。 

 

５ 財産収入 

    未利用財産については、今後の利用の可能性を考慮し、売却可能なものから優先的に処

分を進めること。財産売払収入については、処分価格、処分方法等、法令に基づいた適正

な収入額を見積もること。 
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    また、土地等の貸付料については、固定資産評価額等を勘案して、適正に見積もること。 

 

６ 諸収入 

    可能な限り収入の確保に努めるとともに、過去の実績等を参考に適正に見積もること。 

    変動要素のある経常的収入については、原則、次により算出した額を要求すること。 

H29（4月～10月）実績    ・・・① 

     H28（4月～10月）実績    ・・・② 

     H28（11月～3月）実績    ・・・③ 

①＋（③×（①／②））±特殊要因＝要求額 

 

【歳出に関する事項】 

１ 人件費 

村上市職員定員適正化計画に基づいた効率的な人員配置とし、職員給与費については、

平成 29 年度の現員現給に定期昇給分を見込み積算すること。（総務課人事管理室から別

途通知） 

また、時間外勤務手当については、現員職員数と業務量の関係から真にやむを得ない

時間に限るものとするので、別途、総務課人事管理室から通知される「時間外勤務手当

年間計画書」を提出すること。 

なお、時差出勤や振替・代休制度の徹底や事務事業の見直しにより時間外勤務の削減

に努めること。 

※人件費に国県支出金の充当が可能なものについては、積極的に財源として計上するこ

と。 

※職員数が増員となっている場合は、業務量の分散を加味し、時間外勤務手当の年間計

画を作成すること。 

 

２ 賃金 

事務補助員賃金については、長期病欠、産休、育休代替等、臨時的なもので真に止む

を得ないもの以外は予算化しない方針とする。 

なお、最終的な配置に当たっては、総務課人事管理室で調整の上決定する。 

 

３ 報償費 

    単に前年度実績等によることなく、人数、回数、単価も含め事業内容の見直しを進める

こと。 

 

４ 旅費 

    形式的な会議等に出席する場合の旅費については、原則、認めない方針とする。 

    出席回数や人数の見直しを行い、経費の節減に努めること。（出張人数については、原

則１名とする。） 

    なお、一日の運行距離が 300Kmを超える場合は、庁用車での出張は原則認められないの

で、公共交通機関等での旅費を計上すること。 
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５ 燃料費 

    より一層の省エネルギーを心がけ、消費量の節約に努めるとともに、指定管理料等に燃

料費を含む場合も同様とすること。 

    経常的支出については、原則、次により算出した額を要求すること。 

 

○単価×数量±特殊要因＝要求額 

     ・単価…「燃料等契約単価_H30 予算要求用」を参照のこと。 

職員ポータル→ Groupmax→ファイル共有→ group→  

 

02 総務部→ 02 財政課→財務係→ H30 予算編成資料フォルダ内  

 

     ・数量（又は走行距離数） 

       H29（4月～10 月）実績    ・・・① 

       H28（4月～10 月）実績    ・・・② 

       H28（11月～3 月）実績    ・・・③ 

   ①＋（③×（①／②））＝数量 

 

     ※予算編成過程において、大幅な価格変動が生じた場合は、財政課において単価調整

を行う場合がある。 

 

６ 印刷製本費 

    広報誌やホームページの活用を最大限に検討するとともに、慣例で発行することのない

よう、目的、効果、必要性等を十分に精査した上で見積もること。 

    また、可能な限り庁内印刷（白黒）とすること。 

 

７ 光熱水費 

    より一層の省エネルギーを心がけ、消費量の節約に努めるとともに、指定管理料等に光

熱水費を含む場合も同様とすること。 

    経常的支出については、原則、次により算出した額を要求すること。 

 

    ○数量に応じた料金表の金額＝要求額 

    ・ガス、水道、下水道の使用量 

       H29（4月～10 月）実績    ・・・① 

       H28（4月～10 月）実績    ・・・② 

       H28（11月～3 月）実績    ・・・③ 

   ①＋（③×（①／②））±特殊要因＝数量 

 

     ※電気料については、料金実績により算出する。 
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８ 修繕料（工事請負費） 

施設の維持管理費については、施設の現況、整備計画及び緊急性等を勘案して、適切に

見積もること。 

    なお、一件 50万円以上（設計額）の建物、道路等の修繕を目的とする業務は、原則、

工事請負費で予算要求すること。 

また、工事内容によっては、別途、設計業務委託料が必要となる場合もあるので要求

漏れのないよう注意すること。 

 

９ 委託料 

    安易に委託することなく、費用対効果や必要性を十分検討した上で要求すること。 

    また、既存業務についても、法的義務の有無、委託の必要性を含め内容・方法の検討を

行うこと。 

    なお、指定管理者の更新等により指定管理料が見直されたものは、決定額満額を要求す

ること。 

 

10 使用料・借上料 

    更新時期を迎える車両や機器リースなどについては、再リースを原則とするが、新規リ

ースした場合との比較検討や使用頻度、消耗度を精査した上で要求すること。 

    また、カラーコピー機については、今後リース契約の更新の際に白黒コピー機へ変更す

る方針なので注意すること。 

   ※車両の新規リースについては、「新規及び入替取得する庁用車両の安全装備の追加につ

いて」（H29.9.22付け財政課長通知）により、安全装備を追加した見積により要求する

こと。 

 

11 備品購入費 

    備品の新規購入は、原則、認めないこととする。 

また、更新の場合であっても必要性や使用頻度等を十分精査の上要求するとともに、処

分費の必要性の有無を精査して要求すること。 

 

12 扶助費 

    国・県の制度によるものについては、対象範囲、金額等はその範囲内で行うこととし、

それ以外の市単独の扶助費については、所得制限や対象者を精査し、負担力に応じた適正

な自己負担を求めるなど、見直しを進めること。 

    また、常に情報収集に努め、予算要求後に制度改正等による影響があった場合は、速や

かに財政課財務係に報告の上、要求額の訂正を行うこと。 

    継続事業については、原則、次により算出した額を要求すること。 

      H29（4 月～10月）実績    ・・・① 

      H28（4 月～10月）実績    ・・・② 

      H28（11月～3月）実績    ・・・③ 

①＋（③×（①／②））±特殊要因＝要求額 

7 



13 補助金・負担金 

村上市行政改革推進本部で決定された「補助金の今後の方針」に基づき要求することと

し、次の点に十分留意すること。 

① 新規の補助金が増えていることから、スクラップアンドビルドによる検討を必ず行

うこと。 

② 既存の補助金・負担金についても、段階的廃止及び見直しを積極的に行い経費の節

減に努めること。 

③ 新規の補助金については総務課人事管理室と協議を行い、11 月中に行革本部会議

に案件を提出すること。 

 

14 貸付金 

    利用状況、行政効果及び貸付条件等制度全般について見直すとともに、情勢の変化に適

合した効果的な制度となるよう努め、必要最小限の範囲内で見積もること。 

 

15 繰出金 

    特別会計においては、一般会計と同一基調に立ち、独立採算の原則に基づき、経営の一

層の効率化及び自己財源の確保を図ることにより、一般会計からの繰入金を可能な限り圧

縮するよう、最大限努めること。 

 

【そ の 他】 

(1) 特別会計については、平成 29 年度当初予算額の 95％を要求上限とし、その他一般会

計と同様の基準により要求すること。 

 （通知する特別会計繰出金予算要求上限額に見合う規模の予算とすること。） 

(2) 公用車については、稼働率が低い分散（各課）管理車両は、積極的に集中（総務課、

各支所地域振興課）管理車両への所管換えを行うこと。 

(3) 所管する財産の洗い出し、不要な資産の売却、貸付けなどを積極的に行い、自主財源

の確保に努めること。 

(4) 複数の課と関連のある事務事業は、相互に十分な協議・調整を行い、事業の統合も含

め、経費縮減を図りながら、より一層の事業効果を高めるよう努めること。 

(5) 事業の繰越は、会計年度独立の原則の例外であることを十分に認識し、予算要求は、

確実に年度内完了できる事業規模とし、事業執行が複数年にわたるものについては、債

務負担行為など所要の措置を講じること。 

  (6) 市制施行 10周年記念の冠を付して実施を予定する事業であっても、他事業と同様に査

定の対象とする。 
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